


 

 

はじめに 

 

 

今日、人々の暮らし方や価値観が多様化し、地域での住民

同士のつながりや地域への帰属意識が希薄になる中、住民同

士が互いに支え合い、助け合うという「互助」の精神が、一

層大切になってきております。 

特に、昨年３月に発生しました東日本大震災を契機に、人

と人のつながり、「絆」の大切さが再認識されております。 

いざという時に地域が一つにまとまり、互いに助け合うためには、普段の生活におけ

る住民同士のつながりや、あいさつなど、日頃からの何気ない交流が大切です。そして、

その地域でのつながりを如何に構築していくかが、これからの地域づくりを進めていく

うえで非常に重要な鍵となります。 

加えて、地域で何らかの支援を必要としている人を見落とすことなく、その人が必要

とする支援へ如何に迅速につないでいくか、その仕組づくりが地域福祉にとって喫緊の

課題であり、そのためには行政と社会福祉協議会など福祉の専門機関、地域で活動され

ている団体や住民相互の協働・連携が必要不可欠であります。 

このような現状を踏まえ、この度、「だれもが自分らしく安心して暮らせる福祉のま

ち・富田林」の実現に向け、「第２期富田林市地域福祉計画」を策定いたしました。 

今後は、この計画に基づき、地域福祉の推進に取り組んでまいりたいと考えておりま

すので、市民ならびに関係諸団体の皆様のより一層のご理解とご協力をお願い申し上げ

ます。 

最後に、本計画の策定にあたりまして、貴重なご意見やご提言をいただきました地域

福祉計画委員会委員をはじめ、アンケート調査やパブリックコメントにご協力いただき

ました市民並びに関係団体の皆様に心より厚くお礼申し上げます。 

 

 

平成２４年３月 

富田林市長 多田 利喜 
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【現在求められていること】 
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「地域」の範囲のとらえ方 

 

 

 

 

 

  



第１章 計画策定の考え方 

 

3 

 

   

 

（１）地域福祉計画の法的な位置づけ  
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社会福祉法・地域福祉計画関連条文 

（目的） 

第１条 この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社

会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域にお

ける社会福祉（ 以下「地域福祉」という。）の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明か

つ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の

増進に資することを目的とする。 
（地域福祉の推進） 

第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う

者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として

日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる

ように、地域福祉の推進に努めなければならない。 
 

 
 

（市町村地域福祉計画） 

第 107 条 市町村は、地方自治法第２条第４項の基本構想に即し、地域福祉の推進に関する事

項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「地域福祉計画」という。）を策定し、

又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者

その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるととも

に、その内容を公表するものとする。 

 １ 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 
 ２ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 
 ３ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 
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（２） 国における地域福祉に求められる方向性 

① 要援護者の支援方策について市町村福祉計画に盛り込む事項 

（平成 19 年 8 月・厚生労働省通知） 

 
  

 

 
  

   

 

 
  

 

 

 

② これからの地域福祉のあり方に関する研究会（平成 20 年 3 月） 
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（３） 大阪府における地域福祉に求められる方向性 

   ～第２期大阪府地域福祉支援計画（平成 21年３月）～ 

① 地域福祉のセーフティネットの構築 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

② 地域福祉・福祉サービスの担い手づくり 
 

  
  

 

 

  

  

 

③ 地域での自立生活を支える福祉基盤づくり 
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各種調査結果や計画策定委員会意見を踏まえた主な現状・課題 

重点課題１ 
町会・自治会

など地域で活

動する組織が

連携協働し、

地域福祉活動

に主体的に参

加し協働でき

るしくみづく

りが必要 

重点課題２ 
福祉活動の担

い手を育成す

るしくみづく

りが必要 

重点課題３ 
偶発的におこ

る災害等にお

いて助け支え

合うことがで

きるよう、住

民同士がつな

がるしくみづ

くりが必要 

重点課題４ 
福祉サービス

の情報や相談

する窓口を知

らないため、

さまざまなニ

ーズを受け止

め対応できる

しくみづくり

が必要 

重点課題５ 
誰もが住み慣

れた地域で暮

ら せ る よ う

個々の権利が

守られたしく

みづくりが必

要 

１ 市民アンケート 

 

 

 

 

２ 校区別ワークショップ 

 

 

 

 

 

３ 福祉関係アンケート 

 

 

４ 委員会（地域福祉計画委員会、 
地域福祉活動計画策定委員会） 

 

 

 

 

目指すべき方向（基本目標） 
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だ
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も
が
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分
ら
し
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安
心
し
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祉
の
ま
ち
・
富
田
林 

～ 

支
え
あ
う
市
民
一
人
ひ
と
り
が
主
役
の
ま
ち
づ
く
り 

～ 

（１）地域住民による防災対策の充実 

（２）地域住民による防犯対策の充実 

Ｃ 安全に安心して暮ら

せる環境をつくろう 

（１）相談機能と情報提供の充実 

（２）課題把握と対応体制の充実 

Ｄ さまざまな支援が受

けやすい地域にしよ

う 

基本理念 基本目標 基本施策 

（２）地域福祉活動を通した新しいコ

ミュニティづくり 

Ａ お互いの顔が見え支

え合う関係をつくろ

う 

（１）ふれあい・支えあいの関係づく

り 

（２）高齢者、障がい者、子育て支援

サービス等の充実 

（１）地域による支え合いづくり 

（３）権利擁護の充実 

（４）交通、施設における福祉のまち

づくり 

Ｅ 誰もがともに生活す

るまちをつくろう 

（１）地域福祉活動に参画するきっか

けづくり 

（２）ふれあい・支えあいの担い手づ

くり 
Ｂ 一人ひとりの力を地

域で生かそう 

（３）地域福祉活動団体等に対する支

援の充実 
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① 市の役割  

 
 
 

② 富田林市社会福祉協議会・専門職等の役割   
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③ 地域の役割  
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富田林市のこれからの地域福祉の構造モデル 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

市民は、時には
地域福祉の担い
手に、時には福
祉サービスの受
け手となる 
 
隣近所や町会・
自治会等での声
かけ・見守り・
相談などに取り
組む 

 
 
地域で把握され 
た要援護者を早 
期に必要なサー 
ビスにつなぎ、 
適切な支援が行 
われるようにす 

 る 

市域の実情に応
じた政策推進と
地域や分野別
（社会福祉協議
会・専門職等）
と協働・連携し
地域福祉の推進
に取り組む 

地域による支援 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TA 

 

 

 

 

 

 

)

)

分野連携支援 

行政による支援 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

     

連
携 

連
携 

支
援
・
相
談 

支
援
へ
つ
な
ぐ 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

 

 

連
携 

 
 
 
 

 

 



第４章 重点プロジェクト 

27 

 

 

重点プロジェクト 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

 

   
 

 

   

 

  

 

 



第４章 重点プロジェクト 

28 

 

   

  
 

    プロジェクトの目的 

 

 

 

 
 

① 身近な相談窓口の充実  

 

 

 

 
 

② 専門機関のネットワークの構築  
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図 「地域の福祉資源のつながり」のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【プロジェクトの目的達成に向けた事業実施の進捗管理】 

実施内容 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成27年度 平成28年度 
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プロジェクトの目的 
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■自助とは  

 

■共助とは  

 
■公助とは  

 
 
 
 

■互助とは    
  

図 災害時要援護者支援プラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援を必要とする人
（災害時要援護者） 

富田林市 
（ 地域福祉課 ） 

避難支援者 町会・自治会等 民生委員・児童委員等 

③平常時の防災活動 
日ごろの見守り 

災害時の情報伝達 
安否確認 
避難支援 

①災害時要援護者台帳 
登録申出書を提出 

②支援体制の整備 
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①災害時要援護者台帳の整備の推進 

23

 

 

②地域での支援体制の整備 

 

 

③平常時の防災活動の推進 

 

 

 

 

【プロジェクトの目的達成に向けた事業実施の進捗管理】 

実施内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 
 

 
 20 30 35 40 45 
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プロジェクトの目的 

 

 

 

 

 

① 組織横断的な庁内組織の設置  

 

 

 

 

② 計画の推進・評価体制の整備と定期的な見直し  
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図 フォローアップの手順 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 富田林市地域福祉活動計画との連携  

 

 

 

 

【プロジェクトの目的達成に向けた事業実施の進捗管理】 

実施内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 

計画の見直し（５年後）次期計画策定 

第２期富田林市地域福祉計画 

毎
年
の
流
れ 事業の進捗管理 

 

 

重点プロジェクト 

翌年の活動への反映 

目標別・施策別の取り組み 
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個別施策の展開 
 

 

  

 

（１）ふれあい・支えあいの関係づくり  

【現状と課題】 

 

18  

 

 

《市民アンケート》問 地域に対する愛着度合（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

《市民アンケート》問 ご近所の人との付き合いの状況（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たいへん愛着を感じている 少し愛着を感じている

あまり愛着を感じていない まったく愛着を感じていない

わからない 無回答

N =

平成23年度調査 1080

平成18年度調査 931 35.8

38.6

41.2

42.8

11.9

8.9

2.0

2.6

6.1

5.0

2.9

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特に用事が無くても行き来し、困ったときには助け合える人がいる
家庭の中までは入らないが、よく行き来する程度の人がいる
顔が合えば、立ち話をする程度の人がいる
顔が合えば、あいさつする程度の人しかいない
隣近所にどんな人が住んでいるのかわからない
近所付き合いはしない
その他
無回答

N =

平成23年度調査 1080

平成18年度調査 931 16.2

15.6

19.3

16.8

31.6

32.3

25.0

27.5

2.9

3.0

2.1

1.6

0.6

1.1

2.1

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【今後の方向性】 

 

 

 

 

 

 
 

○  
  
 

    
  

 

 

【担い手と取り組み】 

市 

・  
・  
・  
・  
・  

 

社
会
福
祉
協
議
会 

・
専
門
職
等 

社会福祉協議会 

・  

・ 

 
専門職等 

・  
・  

  

 



第５章 個別施策の展開 

Ａ（１）お互いの顔が見え支え合う関係をつくろう 
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地
域 

市民 

・  
団体 

・  
・ 

 
・  
・  

 

 
【主な市の事業】 

①人権教育と啓発の推進 

 

 
②福祉に関する学習機会の充実  

 

 
③地域を愛する心を育む機会の充実 

 

 
④青少年の健全育成の推進  

 

 
⑤命を大切にする社会づくりに向けた取り組みの充実 
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Ａ（２）地域福祉活動を通した新しいコミュニティづくり 
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（２）地域福祉活動を通した新しいコミュニティづくり  

【現状と課題】 

 

 

 

 

《市民アンケート》問 ここ数年の間の地域活動への参加状況(単数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

 

企画・運営等に中心的に関わっている
企画運営等にはかかわっていないが、活動には参加している
活動があることは知っているがほとんど参加していない
活動があること自体知らない
無回答

N = 1080

地域の祭り、盆踊り、地蔵
盆など

地域の運動会、スポーツ
大会など

地域の清掃活動

地域の防犯・交通安全
活動

町会・自治会活動

子ども会活動、青少年育
成活動

老人クラブ活動

女性による地域活動

校区・地区福祉委員会
活動

0.7

0.6

1.1

1.9

6.7

1.9

3.1

1.1

4.5

3.3

1.1

6.1

4.1

29.0

13.2

35.6

6.7

20.5

36.7

30.7

45.0

46.9

39.3

46.4

30.1

61.9

49.7

41.5

47.6

30.1

28.1

11.5

20.9

17.3

12.9

10.1

17.8

20.0

17.7

19.1

13.6

17.6

13.9

17.4

15.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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○  
 

 
  
 

     
 

 

【担い手と取り組み】 
 

市 ・  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【主な市の事業】 

①地域における住民同士の交流機会の充実 

 

社
会
福
祉
協
議
会
・
専
門
職
等 

社会福祉協議会 

・ 

・ 

・ 

 

専門職等 

・ 

 
 

地
域 

市民 

・  
団体 
・ 
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（１）地域福祉活動に参画するきっかけづくり  

【現状と課題】 

 

 

 

《市民アンケート》問 『社会福祉協議会』(社協) の認知度（単数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

《市民アンケート》問 『民生委員・児童委員』の認知度（単数回答） 

 
  

名前も知っているし、活動内容もだいたい知っている

名前は聞いたことがあるが、活動内容はほとんど知らない

富田林市に社会福祉協議会( 社協) があるのかないのか知らない

無回答

N =

平成23年度調査 1080

平成18年度調査 931 15.3

14.6

57.6

51.0

20.8

29.1

6.3

5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

平成23年度調査 1080

平成18年度調査 931 23.0

24.6

8.9

8.2

53.3

49.2

10.4

13.5

4.4

4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

顔も名前も知っている 顔はわからないが、名前は知っている

だれが担当なのかわからない 民生委員・児童委員の制度を知らない

無回答
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《市民アンケート》問 「校区・地区福祉委員会」の認知度（単数回答） 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【今後の方向性】 

 

 

 
 

 
 

○  
  
 

 
     
  

 

  

活動内容も福祉委員の名前もだいたい知っている
活動内容も福祉委員の名前も少しは知っている
校区・地区福祉委員会という名称は聞いたことがあるが、活動内容等は知らない
校区・地区福祉委員会があるのかないのか知らない
校区・地区福祉委員会はない
無回答

N =

平成23年度調査 1080

平成18年度調査 931 4.6

3.9

8.1

7.3

33.1

27.3

45.3

53.1

1.7

1.7

7.2

6.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【担い手と取り組み】 

市 

・  
・  

 

社
会
福
祉
協
議
会 

・
専
門
職
等 

社会福祉協議会 

・  

・ 

 
専門職等 

・ 

 
 

地
域 

市民 

・  
団体 

・ 

 
 

 
 

【主な市の事業】 

①さまざまな市民との交流機会の充実 

 

 

②地域行事、地域活動などの促進と参加への呼びかけ 
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（２）ふれあい・支えあいの担い手づくり  

【現状と課題】 

 

 

 

《市民アンケート》問 これからの富田林市の福祉で重点にすべきこと（複数回答） 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

N = 1080 ％

健康や生きがいづくりへの支援

住民がお互いに助け合えるまちづくり

福祉サービスに関する情報提供

在宅福祉を支えるサービスの充実

気軽に相談できる人・場の充実

個人の自立を支援するためのサービ
スの充実

気軽に集まれる場の充実

幼稚園・学校などにおける福祉教育

ボランティアやＮＰＯなどの市民活動
への支援

その他

無回答

39.4

34.8

33.7

30.5

18.9

17.1

15.2

11.9

9.5

2.6

6.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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《福祉活動者アンケート》問 活動していること（複数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《福祉活動者アンケート》問 あなたの年齢（単数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【今後の方向性】 

 

 

  

N = 138 ％

校区・地区福祉委員会

ボランティア

民生委員・児童委員

サークル活動

その他

無回答

67.4

44.2

25.4

15.9

16.7

3.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

N = 138 ％

60歳代

70歳代以上

50歳代

40歳代

30歳代

10歳代

20歳代

無回答

41.3

39.9

13.0

4.3

1.4

0.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



第５章 個別施策の展開 

Ｂ（２）ふれあい・支えあいの担い手づくり 

 

44 

 
 

【担い手と取り組み】 

市 

・  
・  
・  

 

社
会
福
祉
協
議
会 

・
専
門
職
等 

社会福祉協議会 
・  

・  

専門職等 
・  

 

地
域 

市民 
・  
団体 
・ 

 
  

 
 
 
 
 

 
【主な市の事業】 

①ボランティア育成のための講座等の充実 

 

 

②グループづくり、組織化などに対する支援の充実 

 

 

③支援をしたい人と受けたい人をつなぐしくみの構築 
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（３）地域福祉活動団体等に対する支援の充実  

【現状と課題】 

 

 

 

 
《福祉活動者アンケート》問 活動上で困っていること（複数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

N = 138 ％

活動のメンバーが高齢化して
いる

一緒に活動するメンバーが少
ない

活動がマンネリ化している

活動のための財源の確保が
難しい

活動するための場所の確保
が難しい

新しい活動を始めることが難
しい

活動の時間的な負担が大き
い

活動の体力的な負担が大き
い

他の団体との関係づくりが難
しい

相談や支援をする人がいな
い

活動するグループの運営が
難しい

活動の経済的な負担が大き
い

家族が活動を理解してくれな
い

その他

特にない

無回答

58.0

42.8

21.0

19.6

18.1

17.4

16.7

12.3

7.2

7.2

5.8

2.9

0.7

3.6

9.4

5.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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【今後の方向性】 

 

 

 

 

 
 

○  
  
  
  
  
  
  
     
  

 

 
 

○  
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【担い手と取り組み】 

市 

・  
・  
・  
・  

 

社
会
福
祉
協
議
会 

・
専
門
職
等 

社会福祉協議会 
・  

・ 

 

・  
専門職等 
・  
・  

 

地
域 

団体 
・  
・  
・  

  
 

 
 
 

 
 

【主な市の事業】 

①地域福祉活動団体等への支援機関の周知 

 

 

②地域福祉活動団体等への相談体制の充実 
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③社会起業家に関する情報の収集・提供 

 

 

④地域福祉活動団体等の活動拠点の確保 
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（１）地域住民による防災対策の充実  

【現状と課題】 

  

23

 

 

 

 

《市民アンケート》問 あなたの住む地域における災害時の備えとして重要だと思うこと（複数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

N = 1080 ％

日頃からのあいさつ、声かけや
付き合い

危険箇所の把握

地域での避難訓練

地域における援助体制の構築

災害対策の学習会

地域の要援護者の把握

要援護者に対する情報伝達体
制の構築

災害ボランティアの育成

その他

無回答

49.4

44.6

27.3

26.4

24.8

16.2

13.2

9.2

2.0

7.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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【今後の方向性】 

 

 

 
 

○  
  
  
 

    
  

 
 
 

○  
  
  
  
  
     
  

 

【担い手と取り組み】 

市 

・  
・  
・  
・  

 

社
会
福
祉
協
議
会
・
専
門
職
等 

社会福祉協議会 
・  

・ 

 
専門職等 
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地
域 

市民 
・  
団体 

  

・  
・   
・ 

 
 
 
 

 

【主な市の事業】 

①災害時に備えた組織体制づくり 

 

 

②自主防災組織を核とした地域防災のネットワークづくり 

 

 

③災害時要援護者支援プランの推進 

 

 
     ④避難所における災害時要援護者への対応の充実 
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（２）地域住民による防犯対策の充実  

【現状と課題】 

 

110 

 

 

 

 

 

《市民アンケート》問 日々の暮らしの中で、不安や悩みを感じていること（複数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

％

自分の健康のこと

自分の老後のこと

家族の健康のこと

家計や経済的なこと

家族の老後のこと

災害に関すること

看護や介護のこと

子どもの教育や将来のこと

自分の仕事のこと

地域の安全( 防犯、交通安全等) のこと

家族の仕事のこと

子育てに関すること

地域・隣近所の人間関係

家族内の人間関係

人権などに関すること

その他

特に悩みや不安は感じていない

無回答

42.3

40.6

38.4

29.6

28.5

21.5

19.5

18.6

17.6

14.1

8.8

6.5

6.4

4.4

1.5

1.9

11.9

2.6

44.6

40.0

38.6

27.4

28.6

23.0

14.9

18.3

16.9

20.0

7.7

8.2

5.0

5.6

1.7

2.5

12.0

3.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

平成23年度調査（N = 1080）

平成18年度調査（N = 931）
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【今後の方向性】 

 

 

 

【担い手と取り組み】 

 

 

 
 

【主な市の事業】 

①交通安全意識等の啓発 

 

 
②地域住民との協働による防犯対策の充実 

110

 

 
 
  

市 

・  
・  
・  
・  

社
会
福
祉
協
議
会 

・
専
門
職
等 

社会福祉協議会 
・ 

 

・ 

 

地
域 

市民 
・  
団体 
・  
・  
・  
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③地域での危険箇所の把握 

 

 
④地域での防犯活動の奨励 
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（１）相談機能と情報提供の充実  

【現状と課題】 

  

 

 

 

 

 

《市民アンケート》問 福祉サービスに関する情報をどの程度入手できているか（単数回答） 

 
 

 

 

 

 

 

 

《市民アンケート》問 「コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）」の認知度（単数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 

十分に入手できていると思う ある程度は入手できていると思う

あまり入手できていないと思う ほとんど入手できていないと思う

わからない 無回答

N =

平成23年度調査 1080

平成18年度調査 931

2.4

1.3

23.3

24.4

28.0

26.2

23.0

25.6

17.1

18.5

6.2

4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

活動内容もコミュニティソーシャルワーカーの名前もだいたい知っている
活動内容もコミュニティソーシャルワーカーの名前も少しは知っている
コミュニティソーシャルワーカーという名称は聞いたことがあるが、活動内容等は知らない
コミュニティソーシャルワーカーの制度を知らない
無回答

N =

1080

1.4

4.2 21.9 66.9 5.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【今後の方向性】 
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【主な市の事業】 

①情報のバリアフリー化の推進 

 

 
②地域福祉活動団体等との情報共有の推進 

 

 
③ＣＳＷ配置の再編 

 

 
④「福祉なんでも相談窓口」（仮称）の設置の検討 

 

 
⑤さまざまな手段や専門性の向上による相談体制の充実 
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（２）課題把握と対応体制の充実  

【現状と課題】 

  

 

 

 

《福祉活動者アンケート》問 あなたのかかわる相談内容を最も多い相談内容から順に３つまで選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※「１番多い」の項目を 3点、「２番目に多い」の項目を 2点、「３番目に多い」の項目を 1点とし、合計

したものを点数化しています。 

 

 

【今後の方向性】 

 

 

N = 138 点

高齢者のこと

地域活動のこと

地域環境のこと

人間関係のこと

健康のこと

子どものこと

経済的なこと

仕事のこと

その他

相談を受けることはほとん
どない

178

105

77

70

58

52

14

5

10

80

0 50 100 150 200
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【担い手と取り組み】 

市 

・  
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社
会
福
祉
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会
・
専
門
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等 

社会福祉協議会 
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・ 

 

・ 

 

専門職等 
 

 
 

地
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団体 
・  

 

 
 
 
 

 
【主な市の事業】 

①「地域福祉ネットワーク会議」（仮称）の設置の検討 

 

 
②地域福祉活動団体等の交流機会の充実 
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（１）地域による支え合いづくり  

【現状と課題】 

 

 

 

 

《福祉活動者アンケート》問 地域で互いに助け合う体制はできているか（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《福祉活動者アンケート》問 今後、地域福祉を推進していくために必要と思うこと（単数回答） 

 

 

 

 

 

  

N = 138 ％

助け合おうとする雰囲気はあ
る

助け合うしくみができている

しくみはないし、助け合う雰囲
気もない

わからない

無回答

66.7

14.5

8.7

9.4

0.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

N = 138 ％

行政・協議会・住民が協力し
て取り組む

地域住民が中心となって取り
組む

社会福祉協議会が中心で取
り組む

行政が中心となって取り組む

その他

わからない

無回答

63.8

15.2

5.8

4.3

0.7

4.3

5.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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【方向性】 
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【担い手と取り組み】 
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専
門
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地
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【主な市の事業】 

①地域における見守り体制の充実 
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（２）高齢者、障がい者、子育て支援サービス等の充実  

【現状と課題】 

 

 

 

 

《福祉関係者団体アンケート》問 富田林市の福祉水準についての評価（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【方向性】 
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N = 86 ％

高い

ある程度高い
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無回答

4.7

43.0
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【主な市の事業】 

①関連計画の周知及び施策・事業の計画的な推進 

 

 

②地域保健福祉医療の充実 

 

 

③福祉サービス提供機関における苦情解決体制等の設置促進とその周知徹底 
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（３）権利擁護の充実  

【現状と課題】 

 

 

 

 

 
【方向性】 
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【主な市の事業】 

①児童・高齢者などへの虐待や配偶者等に対する暴力防止のための取り組みの

推進 
 

 

 

②日常生活自立支援事業・成年後見制度の活用の促進 
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（４）交通、施設における福祉のまちづくり  

【現状と課題】 

 

 

 

 
 

【方向性】 
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【担い手と取り組み】 
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【主な市の事業】 

①公共的建築物等の改善・整備 
 

 

 

②外出活動や移動などを支援するサービスの充実 
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１ 人口、世帯などの状況   

 

（１）人口の推移と将来推計 

本市の人口は増加を続けてきましたが、平成14年をピークに減少傾向にあり、

平成 23 年 3 月末現在で 119,584 人となっています。また、世帯数は増加が

続いており、49,844 世帯、平均世帯人員は 2.4 人となっています。 

 

 

図 人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市民人権部市民窓口課（各年 9月 30日現在） 

 

 

図 世帯数・平均世帯人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市民人権部市民窓口課（各年 9月 30日現在） 

  

49,844

26,893
2.40

3.36

0
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30,000

40,000

50,000

232119171513119753162605856545250

0.00

1.00
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4.00

（世帯）

昭和 平成

（人/世帯）

90,422

119,584

0

25,000

50,000

75,000

100,000

125,000

150,000

232119171513119753162605856545250
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昭和 平成
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本計画の上位計画である総合計画では、平成 27 年度における将来人口

125,000 人と想定していますが、平成 22 年度の実際の人口は、この将来人口

を下回っています。このため、最近の平成 18 年度から平成 22 年度末（3 月

31 日現在）の人口からコーホート変化率法を用いて、本計画における将来推計

を行いました。この結果、目標年度の平成 26 年度末（3 月 31 日現在）の人口

を 115,249 人と見込まれます。 

 

図 将来推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）年齢別割合の推移 

高齢化率は平成 23 年 9 月 30 日現在では 22.3％に達しています。 

 

図 年齢３区分別人口構成の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 9月 30日現在） 

  

14.7 14.3 13.9 13.6 13.3

66.0 65.5 65.0 64.6 64.4

19.3 20.2 21.1 21.8 22.3

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）

（％）

実績 将来推計 

123,391

121,497

119,584

117,512

115,249

116,411

118,574

120,673

122,500

110,000

112,000

114,000

116,000
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120,000

122,000

124,000

126,000

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

（人）

平成
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（３）合計特殊出生率の推移 

合計特殊出生率は、全国、大阪府は増加傾向にあり、平成 19 年においては全

国で 1.34、大阪府で 1.24 となっていますが、本市においては減少傾向にあり

ます。 

 

図 合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計 

 

（４）高齢者のいる世帯の推移 

①高齢者のいる世帯の推移 

本市の一般世帯は増加を続けており、平成 22 年には 45,526 世帯となって

います。 

65 歳以上の高齢者のいる世帯は増加を続けています。 

 

図 一般世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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65 歳以上の高齢者のいる世帯の内訳をみると、高齢者単身世帯、高齢夫婦世

帯が大きく増加しています。 

 

図 高齢者のいる世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

注） 

一般世帯：総世帯から施設等の世帯（寮・寄宿舎、病院、社会施設等の入所者）を除く世帯 

高齢者単身世帯：65 歳以上の人ひとりのみの一般世帯 

高齢夫婦世帯：夫 65 歳以上、妻 60 歳以上の夫婦 1 組のみの一般世帯 

 

 

（５）要介護認定者の推移 

①要介護認定者の推移 

要介護認定者数は年々増加しています。 

 

図 要介護度別認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告（10月） 
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要介護度別構成比の推移をみると、軽度（要支援１～要介護１）の占める割合

が低下し、重度（要介護４、５）の占める割合が上昇しています。 

 

図 要介護度別構成比の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告（10月） 

 

 

第 1 号被保険者の要介護認定率は、やや上昇しています。 

国、大阪府の認定率と比較すると、大阪府よりは低くなっているものの、国よ

りは高い水準で推移しています。 

 

図 第１号被保険者の要介護認定率の国、大阪府との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告（10月） 
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（６）障がい者（児）数の状況 

①身体障がい者手帳所持者数の状況 

身体障がい者手帳所持者の推移をみると、所持者数、人口比率ともに増加傾向

にあり、平成 22 年度末、4,742 人（人口比 3.97％）となっています。 

 

図 身体障がい者手帳所持者の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：身体障がい者手帳交付台帳 ※各年度末（3月末現在） 

 

②療育手帳所持者数の状況 

療育手帳所持者数は、増加傾向にあり、平成 22 年度末、806 人（人口比 0.67％）

となっています。 

 

図 療育手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：各年度末（3月末現在） 

  

4,386 4,488 4,537 4,638 4,691 4,742
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③精神障がい者保健福祉手帳所持者数の状況 

精神障がい者保健福祉手帳の所持者の推移をみると、所持者数、人口比率とも

に増加傾向にあり、平成 22 年度末、654 人（人口比 0.55％）となっています。 

 

図 精神障がい者保健福祉手帳所持者の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：各年度末（3月末現在） 
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（７）放課後児童クラブの利用状況 

放課後児童クラブの利用者数をみると、平成 23 年 5 月においては 838 人で

す。推移をみると、少子化の進行に伴い、利用者数は減少傾向にあります。 

 

図 放課後児童クラブ利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子育て福祉部子育て支援課 各年度（5 月）  

（８）生活保護世帯の状況 

平成２2 年における本市の生活保護世帯は 1,787 世帯、保護率は 2,48 パー

ミル（1,000 世帯あたり 2.48 世帯）です。ここ数年の推移をみると、特に平

成 21 年以降増加数が多くなっています。 

 

図 生活保護世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子育て福祉部生活支援課 各年度末（3月末現在）  
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（９）外国人市民の状況 

平成２２年における外国人市民数は 882 人です。推移をみると、平成 18 年

以降減少傾向にあります。 

平成２２年の外国人市民の国籍別割合をみると、韓国・朝鮮が 48.5％と約 5

割を占め、以下、中国（26.0％）、ベトナム（8.7％）などの順であり、これら

上位３つで 83.2％と８割強を占めます。 

 

図 外国人市民数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市民人権部市民窓口課 各年度末（3月末現在） 

 

図 外国人市民の国籍別割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市民人権部市民窓口課 各年度末（3月末現在） 

 

  

991 974 950
902 882

0

200

400

600

800

1,000

1,200

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

（人）

韓国・朝鮮
48.5%

中国
26.0%

ベトナム
8.7%

その他
7.4%

ブラジル
3.3%

フィリピン
4.2%

タイ
1.9%

平成22年の
外国人市民数

882人



参考資料 

 

79 

 

２ 地域福祉活動団体等の状況   

 

（１）町会・自治会 

町会・自治会は、さまざまな活動を通じて地域住民がお互いを理解し、明るく

住みよいまちづくりを進めていくことを目的に、原則として、町又は丁目単位（住

居表示実施区域）、字単位（住居表示未実施区域）で組織されています。 

町会・自治会では、地域集会所の設置・維持管理、各家庭への「広報とんだば

やし」などの配布のほか、地域美化（ごみ置き場の設置・維持管理、地域清掃、

排水路の清掃など）、交通安全（カーブミラーの設置要望など）、防犯（防犯灯の

設置・維持管理、年末夜警など）、防災（自主防災組織の設置など）、自治振興な

どのさまざまな地域の課題に取り組んでいます。 

 

（２）富田林市社会福祉協議会 

富田林市社会福祉協議会は、「社会福祉法」第 109 条に規定された「市町村社

会福祉協議会」に位置づけられる民間団体（社会福祉法人）です。 

「社会福祉法」では、市町村社会福祉協議会は、①社会福祉を目的とする事業

の企画及び実施、②社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助、③社会

福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成、④その

他、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業を行うこと

によって、地域福祉の推進を図ることを目的とする、と定めています。 

富田林市社会福祉協議会は、地域住民と一緒に富田林市で安心して暮らしてい

くことができるよう、福祉の視点からのまちづくりを支援をすることを目的とし

た団体であり、市内の各種団体が組織構成会員として参画し、協議を経て、上記

の目的達成のために下図のようなさまざまな事業を実施している団体です。 
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富田林市社会福祉協議会の主な事業 

■地域福祉の推進に関するこ

と 

○小地域ネットワーク活動（校区・地区福祉委員

会活動支援） 

○相談事業「心配ごと相談」 

○日常生活自立支援事業「ほっと」 

○生活福祉資金の貸付 

○当事者団体・福祉団体への支援 

○イベント機器貸出し 

■ボランティア活動に関する

こと 

○ボランティアの募集、ボランティアの派遣・調

整 

○ボランティアの育成、ボランティアグループの

登録、ボランティアグループへの支援、ボラン

ティア保険の受付 

○ボランティアに関する調査 

■在宅福祉サービスに関する

こと 

○在宅給食サービス 

○車いす等の貸し出し 

○地域包括支援センター事業 

○外出支援事業 

○デイサービスセンター事業「かがりの郷」 

■その他 ○善意銀行 

○共同募金、歳末助け合い運動 

○社会福祉協議会賛助会員制度 

○富田林市立コミュニティセンター「かがりの

郷」の指定管理 

○富田林市立総合福祉会館の指定管理 

○献血推進協議会 
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（３）校区・地区福祉委員会 

福祉委員会は、原則として小学校区とし（校区の事情によって、より狭い地域

を区域として設定している地域もあります。）、それぞれの区域において、住みよ

い福祉のまちづくりを進めることを目的としています。それぞれの区域では、校

区・地区福祉委員会を基盤に、地域住民が主体となって知恵と力を出し合い、そ

こに住むすべての地域住民が安心して暮らしやすいまちづくりを推進していま

す。 

校区・地区福祉委員会では、小地域ネットワーク活動として、いきいきサロン、

子育てサロン、ふれあい交流、友愛訪問、啓発活動などのうち、それぞれの区域

の実情に応じて特色ある活動を行っています。また、地域住民どうしの助けあい

やつながりを深めていくためのしくみづくりとして、「地域福祉行動計画」の策

定にも取り組んでいます。 

 

（４）民生委員児童委員協議会 

民生委員・児童委員は、「民生委員法」に基づいて、広く社会の実情に通じ、

社会福祉の増進に熱意があり、「児童福祉法」に定める「児童委員」としてもふ

さわしい市民が、それぞれの地域から推薦され、厚生労働大臣から委嘱され、地

域住民の福祉向上のために活動する民間の奉仕者です。 

民生委員・児童委員は、「民生委員法」第１条に掲げられているとおり、常に

市民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行っています。また、民生委員児

童委員協議会は、民生委員・児童委員の職務に関する連絡・調整、必要な資料・

情報の収集、職務に必要な知識・技術に関する研修、行政への意見具申などを行

っています。 

富田林市民生委員児童委員協議会では、高齢者や障がい者など援助を要する地

域住民に対して在宅援護を行い、要援護者台帳の整備・活用を図るとともに見守

り活動を行うなど、地域の福祉活動に関する事業の計画・調整等の支援を行って

います。また、校区・地区福祉委員会などと積極的に連携し、小地域ネットワー

ク活動を促進しています。 
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（５）コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ） 

ＣＳＷは、地域において支援を必要とする人に対する「見守り、発見、相談、

サービスへのつなぎ」機能を強化し、地域福祉の計画的な推進を図るために配置

されるソーシャルワーカーです。ＣＳＷは、地域福祉に関わるさまざまな専門機

関や活動主体と連携・協働して、高齢者、障がい者、ひとり親家庭など、支援を

必要とするあらゆる人や家族への支援に取り組み、自立生活支援のための基盤づ

くりとして「いきいきネット（地域健康福祉セーフティネット）」の構築を図っ

ています。 

本市では、現在、５箇所に「いきいきネット相談支援センター」を整備し、各

センターに１名のＣＳＷを配置しております。 

地域住民が抱える生活課題の複雑化・潜在化などが進む中で、また、地域福祉

の担い手が多様化（多元化）する中で、対応が難しい生活課題などに対しては、

地域福祉活動団体等が連携・協働してその解決に向けて取り組むことが重要です。 

 

（６）福祉サービス提供機関 

富田林市内にある主な福祉サービス提供機関を、次頁の表のとおり、高齢者関

係、障がい者関係、児童関係に分けて整理しました。 

高齢者関係では、介護保険事業者のほか、地域包括支援センター、在宅介護支

援センター、訪問看護ステーション、街かどデイハウス、シルバー人材センター

などがあります。また、地域に対する社会福祉法人の公益活動として、大阪府社

会福祉協議会老人施設部会の社会貢献事業が４法人で取り組まれており、地域住

民の総合生活相談や支援を行っています。 

障がい者関係では、「障害者自立支援法」に基づき、福祉サービスを提供する

事業者のほか、障がい者就業・生活支援センターなどがあります。また、富田林

市内には、知的障がい者の入所施設であり、自立を目指した生活支援施設でもあ

る「大阪府立金剛コロニー」（金剛コロニー）があります。また、金剛コロニー

を退所して、グループホームなど地域で生活している知的障がい者もおり、金剛

コロニーが開設した地域生活総合支援センター「ゆう」では、総合相談や具体的

な支援、関係機関とのネットワークづくり、グループホーム入居者の生活・就労

支援、居宅介護事業（ホームヘルプ、ガイドヘルプ）を行っています。 

児童関係では、保育園、幼稚園、児童館、学童クラブ、ファミリー・サポート・

センター、つどいの広場、子育て支援センターのほか、大阪府の機関である子ど

も家庭センター（児童相談所）があります。 
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表 主な福祉サービス提供機関の状況（平成 23年８月現在） 

分野 事業又は施設の種類 事業所数又は施設数 

高齢者関連 居宅介護支援事業者 44事業所 

 訪問介護（ホームヘルプサービス） 44事業所 

 訪問看護 7事業所 

 通所介護（デイサービス） 26事業所 

 通所リハビリテーション（デイケア） 2事業所 

 短期入所生活介護 7事業所 

 短期入所療養介護 2事業所 

 福祉用具貸与 8事業所 

 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 8事業所 

 介護老人福祉施設 6事業所 

 介護老人保健施設 2事業所 

 地域包括支援センター 3か所 

 在宅介護支援センター 6か所 

 訪問看護ステーション 3か所 

 街かどデイハウス 5か所 

 シルバー人材センター 1か所 

障がい者関連 居宅介護（ホームヘルプ） 15事業所 

 重度訪問介護 15事業所 

 行動援護 1事業所 

 短期入所（ショートステイ） 8事業所 

 生活介護 7事業所 

 共同生活介護（ｹｱﾎｰﾑ）、共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 4事業所（54か所） 

 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 2事業所 

 移動支援 10事業所 

 南河内南障害者就業・生活支援センター 1か所 

児童関連 保育園 14園（公立 7園、私立 7園） 

 幼稚園 18園（公立 12園、私立 6園） 

 児童館 1館 

 学童クラブ  16クラブ 

 つどいの広場 6か所 

 子育て支援センター 2か所 

 ファミリー・サポート・センター 1か所 

 子ども家庭センター（児童相談所） 1か所 
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（７）ボランティア、ＮＰＯなど 

本市では、既に述べたとおり、富田林市社会福祉協議会のボランティアセンタ

ーにおいて、ボランティアの募集及び派遣・調整、ボランティアの育成、ボラン

ティアグループの登録、ボランティアグループへの支援、ボランティア保険の受

付、ボランティアに関する調査などの活動を行っています。また、本市が設置し

た富田林市市民公益活動支援センターにおいても、市民公益活動に関する情報提

供、相談（ＮＰＯ法人設立相談、ボランティア相談など）への対応、市民公益活

動やボランティア活動に対する支援（事務機器等の利用など）、市民公益活動団

体やボランティア団体との交流支援などの活動を行っています。 

平成 23 年 11 月現在、ボランティアセンターに登録しているボランティアグ

ループは 15 グループあり、その他、給食・保育・災害の個人登録者が 197 名

います。また、富田林市市民公益活動支援センターに登録している団体は、平成

23 年 7 月現在で 59 団体あります。 
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表 団体登録ボランティア 

 グループ名 活動内容 活動日 

1 
とじぼ  （富田林自助具製作

ボランティアグループ） 

依頼を受けて、その方がより自立した快適

な日常生活をおくるための自助具の製作 

毎月第 2 土曜日・第 4 日曜

日、その他随時 

2 
富田林市朗読ボランティアグ

ループ「くさぶえ」 

広報紙などのテープ作成、録音図書の制

作、対面朗読の実施 

毎月第 3 水曜日、その他月２

日程度 

3 喫茶ボランティア なごみ 
総合福祉会館にて喫茶なごみの実施、コロ

ニ-へのコーヒー出前教室など 
毎週月曜日・水曜日・金曜日 

4 
要約筆記サークル「はなみず

き」 

聴覚障害の方々へ情報を書いて伝える活

動。ノートテイクやＯＨＰなど 
毎月第 1日曜日・第 3土曜日 

5 トンボ 介護用品や手芸品の制作・修理 毎月第 2木曜日 

6 
拡大写本ボランティアグルー

プ「ゆめの会」 

弱視児童・生徒の教科書を手書きやパソコ

ン等で見やすく拡大し、製本する 
毎月第 2火曜日、その他随時 

7 とんだばやし おもちゃ病院 
壊れたおもちゃの無償修理を通して、物を

大切にする心を伝える 
毎月第 1・3日曜日 

8 日舞グループ 
高齢者施設の方々をご招待・訪問し、発表

会を開催、その他随時発表会 

毎月第 1・第 3火曜日（定例稽

古） 

9 りすの会 
おしぼり・おむつたたみお手伝い、踊りの披

露 

毎週土曜日、踊りの披露は 8

か所を月 1回訪問 

10 
南河内精神保険福祉ボランテ

ィアグループ すばる 

地域活動支援センター等に通所されている

方々と、ソフトボールやミカン狩りなどのイ

ベントを通して触れ合う 

毎月第 2火曜日 

11 ボランティア金剛グループ 
お年寄りと関わりながら、買い物の付き添

いや縫物、行事のお手伝いなど 
毎週水曜日・金曜日 

12 
在宅ボランティアグループ「に

んじん」 

毎月行うミニデイサービスへ向けた準備、

当日の開催、その他依頼に応じて行事等

のお手伝い 

毎月第 1・第 3木曜日 

13 地域応援団 

地域で暮らす障害者・高齢者の方々からの

依頼に応え、寄り添いや見守りながら、そ

の方々と共にひと時を過ごす 

毎月第 1水曜日（情報交換）、

その他随時 

14 富田林点訳サークル 
市からの刊行物や依頼物、視覚障害者の

方からの希望図書・記事の点訳 
毎週月曜日と月末一週間 

15 傾聴ボランティア「またあした」 

在宅を中心に話し手の気持ちに優しく寄り

添い、話を否定せず、思いやりや温かい心

で話を聴き、悩んでいることを整理がつくよ

うに支援する 

毎月第 4日曜日 

    

 個人登録 活動内容 活動日 

1 給食グループ 
高齢者、障がい者の安否確認及び食生活

向上を目的に在宅配食を行う 

運転 月～金（10時～12時） 

配食 月・水・金（10 時 ～12

時） 

2 保育ボランティア 講座等を受けている時の子どもの見守り 
不定期・依頼があった際に派

遣 

3 災害ボランティア 
事前に登録していただき、防災訓練の参加

や被災地支援を行う 
災害時に活動 
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３ 富田林市地域福祉計画委員会 設置要綱   

 

 

富田林市要綱第７９号 

 

富田林市地域福祉計画委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 富田林市地域福祉計画（以下「計画」という。）を策定するにあたり、社会

福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条の規定に基づき、計画の案に対す

る意見を求めるため、富田林市地域福祉計画委員会（以下「委員会」という。）を

設置する。 

（組織） 

第２条 委員会は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１）学識経験者 

（２）医療関係者 

（３）福祉関係者 

（４）公募市民 

（５）前各号のほか市長が適当と認める者 

３ 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が終了するまでの間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第３条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開く事ができない。 

３ 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決

するところによる。 

（意見の聴取等） 

第５条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の出席を求め、その意見

を聴くことができる。 

（報酬） 

第６条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償支給条例（昭和５１年富田林市条例第２０号）による。 

  



参考資料 

 

87 

 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、子育て福祉部地域福祉課において処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員

長が定める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 最初に行われる委員会の招集は、第４条第１項の規定にかかわらず、市長が行

う。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 
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４ 富田林市地域福祉計画委員会 委員名簿   

 

 

要綱（分野） 氏名 所属 

２条２項１号（学識経験者） 
おの たつや 

◎小野 達也 
大阪府立大学人間社会学部 

２条２項２号（医療関係者） 
ほりの としお 
堀野 俊男 

社団法人 富田林医師会 

２条２項３号 
（福祉関係者） 

いまにし えいじ 
今西 英二 

社協登録ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 在宅配食サービス 

おかもと さとこ 
岡本 聡子 

NPO法人ふらっとスペース金剛 

とおさか たかし 
○遠坂 貴史 

コミュニティソーシャルワーカー 

なかにし ますみ 
中西 眞澄 

老人クラブ連合会 

はっとり かずお 
服部 一夫 

NPO法人あい 地域活動支援センター
ときわぎ 

はやま ひろあき 
端山 弘明 

社会福祉法人 富田林市社会福祉協議会 

ふかわ はじめ 
扶川 始 

身体障害者福祉協会 

みやざき ゆきみ 
宮﨑 幸美 

心身障害児（者）父母の会 

やまもと としお 
山本 俊雄 

民生委員・児童委員協議会 

やまもと なおみ 
山元 直美 

小中学校長会 

２条２項４号 
（公募市民） 

あさだ くにこ 
 淺田 恭仁子 

公募市民 

やまもと じゅんこ 
山本 順子 

公募市民 

２条２項５号 
（市長が適当と認めるもの） 

やまうち のぶゆき 
山内 庸行 

町総代会 

◎委員長 ○副委員長                       （各分野内 五十音順） 

 

  



参考資料 

 

89 

 

５ 策定経過   

 

 

年月日 主な内容 

平成 23年 3月 31日 第１回富田林市地域福祉計画委員会 

・会議の公開等について 

・第２期計画地域福祉計画の策定について 

・今後のスケジュールについて 

・市民アンケート調査項目について 

・福祉関係者アンケート調査項目について 

平成 23年 5月 6日 

～ 

平成 23年 5月 20日 

市民アンケート調査実施 

・20歳以上の市民 2,000人 

・有効回答 1,080通 

平成 23年 9月 9日 第２回富田林市地域福祉計画委員会 

・第２回委員会の位置付け（スケジュール） 

・市民アンケート調査結果報告について 

・第１期計画の検証について 

・福祉アンケート調査票（案） 

・社会福祉協議会ワークショップについて 

平成 23年 10月 3日 

～ 

平成 23年 10月 17日 

福祉関係アンケート調査実施 

・福祉活動者 165人 有効回答 138通 

・福祉団体  135人 有効回答  86通 

平成 23年 12月 6日 第３回富田林市地域福祉計画委員会 

・第３回委員会の位置付け（スケジュール） 

・福祉関係アンケート調査結果報告について 

・社会福祉協議会ワークショップ結果報告について 

・第２期計画の体系（案）について 

平成 24年 2月 6日 第４回富田林市地域福祉計画委員会 

・第２期計画（素案）について 

平成 24年 2月 24日 

～ 

平成 24年 3月 19日 

計画素案に対するパブリックコメントの実施 
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６ アンケート調査票   

 

（１）市民 
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（２）福祉活動者 
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（３）福祉団体 
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